
お問合せ先： 
  和歌山市畑屋敷雁木丁21番地 
  宮脇合同事務所 資産税担当 
     TEL 073－431－5241 

税金でお悩みの方、お気軽にご相談ください 

【よくある相談内容】 
 ・不動産を購入し、維持・管理できるかどうか、 
                  計画を立てたい 
 ・不動産を売却した時、税金はかかるの？ 
 ・不動産の売却内容によっては、税金の控除が 
              受けられるってほんと？ 

税金に関するご相談をお受けいたします。 

○不動産の取得から、 
 維持管理、売却などに 
 関する税金について 
       知りたい 
○不動産投資について 
 資金や経営計画の 
     相談をしたい 

 相談内容に応じて当事務所の業務内容から外れる場
合は、各方面のプロの方のご紹介もいたします。 
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初回相談料 

（１時間）無料 
完全事前予約制 


